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申請窓口
（厚生労働省委託）】

③当該講座を
特定一般教育訓練
として指定

受給の要件を
満たす者（※）

①入学・講座を修了
（受講料を自ら負担）

住居所を管轄する
ハローワーク

②給付申請手続き

①指定を申請

③支払った費用の
一定割合を給付

特定一般教育訓練給付とは、一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな
再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練（特定一般教育訓練）を受講し、修了
等した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。

特定一般教育訓練給付の対象講座になるまでの流れ

申請受付は年２回
（例年、４月～と10月～の

約１ヶ月間）

厚生労働省

②審査

厚生労働大臣の指定を受けた講座
（特定一般教育訓練）

特定一般教育訓練給付を受給するまでの流れ

指定基準の詳細や、
申請に必要な書類の様式は、
厚生労働省HPに掲載。

申請書類の記載方法等についての
問い合わせ先はこちら

（※）講座の受講開始１ヶ月前までに、
訓練前キャリアコンサルティングを受け、
ジョブ・カードを作成し、ハローワークにお
いて、受給資格確認を行うことが必要

○ 受講費用の４割（上限20万円）を訓練修了後に支給

受給についてのお問い合わせは、
各ハローワークの教育訓練給付申請窓口へ

【別紙３】


